
第 1回 新しい中学校づくり準備委員会 

 

会議録要旨 

【開催日時】 令和４年 7月 4日（月） 午後７時開始 

【開催場所】 長洲町役場 ３階 大会議室 

【出 席 者】 委員１５名（欠席１名） 事務局等１０名 傍聴０名 

発言者 発言要旨 

 【開会】 

司会 皆さんこんばんは。只今より、第１回新しい中学校づくり準備委員会をはじめさせて

いただきます。それでは、はじめに委嘱状の交付を行います。時間の都合もあります

ので、代表の方お一人に交付させていただきます。 

 【準備員会委員委嘱】 

 （教育長より代表者１名に交付） 

司会 続きまして、教育委員会を代表して、戸越教育長が挨拶申し上げます。 

教育長 皆様、改めましてこんばんは。本日は、第 1 回新しい中学校づくり準備委員会を開

催しましたところ、お疲れのところ、また、足元の悪い中お集まりくださいまして、本当

にありがとうございました。委員就任の相談をしましたところ、承諾していただき、重

ねてありがとうございます。心強く、また、頼りにし、感謝し、お礼を申し上げたいと思

います。 

 本日の会に至るまでには、これまで、調査委員会あるいは懇談会、それから、各種

団体への説明会、そして、議員への報告、並びに意見交換会等を経て、皆様方の

お手元にある長洲町立中学校統合整備計画を作成いたしました。これをよりどころ

にするとともに、今後新しい中学校づくりに向けて、具体的に検討をしていくこととな

ります。質の高いより良い学校づくりを目指して、委員の皆様方による、建設的で前

向きなご意見が反映されることを希望いたします。一大事業でございます。ご苦労も

お掛けしますけれども、どうぞお力添えをいただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。簡単ではございますが、私の挨拶に代えさせていただきます。 

お世話になります。 

司会 準備委員会委員及び事務局の紹介を行います。 

【準備委員会委員の紹介】 

【事務局及び教育委員の紹介】 

司会 委員長及び副委員長の選任を行います。「新しい中学校づくり準備委員会設置要

綱」第４条第１項では委員長選出は互選により選任するとありますが、委員長を引き

受けていただける方はいらっしゃいませんでしょうか？ 

（～立候補者なし～） 

いらっしゃらなければ委員長の選任については、事務局一任でよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 



それでは、委員長を長洲中学校校長の松井委員にお願いしたいと思います。 

併せて、副委員長の選任についても、事務局一任でよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

それでは、副委員長は腹栄中学校校長の牧山委員にお願いしたいと思います。 

委員長と副委員長が決定いたしましたので、委員長より挨拶を賜りたいと思います。 

委員長 皆さん改めましてこんばんは。委員長を仰せつかりました、長洲中学校校長の松井

です。よろしくお願いします。先日６月３０日に教育委員会の方にお越しいただきま

して、生徒及び先生方に、統合していくという方向性で決定したという報告をいただ

きました。いよいよ統合に向けた具体的な取り組みが始まるのだなということで、生徒

そして先生方も、これに向けて取り組んでいこうという気持ちでいるところでございま

す。改めまして、委員長としての責任の重たさを感じているところですが、一方で、た

くさんの不安もございますので、委員の皆様のご協力をいただき、この委員会がスム

ーズに進みますよう、ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

司会 協議に先立ちまして、「長洲町立中学校統合整備計画」の内容について、ご説明を

させていただきます。 

中学校統合推進室長 【「長洲町立中学校統合整備計画」の概要を計画書に沿って説明】 

司会 それでは協議に移ります。ここからは委員長に進行をお願いしたいと思います。 

委員長 それでは協議に入ります。協議第１号「新しい中学校づくり準備委員会」部会構成

（案）・協議項目（案）について事務局から説明をお願いします。 

中学校統合推進室長 【協議第１号 新しい中学校づくり準備委員会 部会構成（案）・競技項目（案）につ

いて説明】 

委員長 事務局の方から説明がありましたが、委員の皆様から質問等はございませんか。 

委員 組織図の中で、総務部会と学校部会の中に、両中学校の生徒という表記はあります

が、具体的な人数は記載されていません。未定ということでしょうか。確実に決めて

参加させないと、子どもたちの意見が反映しないのではないでしょうか。 

中学校統合推進室長 両中学校の生徒の人数が組織図の中に記載がないことにつきましては、各部会の

開催時刻、開催日等につきまして、部会の会議の中に生徒を直接交えて行うべきな

のか、もしくは、何らかの形で学校時間内に聞き取り、部会に意見を反映させる形が

いいのか、会議の時間帯が夕方・夜の開催になることが見込まれますので、再度、

事務局の方で検討しております。 

委員長 質問の内容ですが、生徒の人数は現時点で未定ということでよろしいですか。 

学校教育課長 事務局の案としては、協議内容次第で、生徒会単位なのか、学年単位にするのか、

対象の学年はどうするのかを部会で決めて、子どもたちの意見を聞く場を設け、生

徒の意見を反映したいということで、このような表記としています。人数等につきまし

ては、正式に何人というのは決まっていない状況です。 

委員 時間が少ないので、早めに決めて、早めに意見を聞きたいというのが私の意見で

す。６月３０日に学校での説明会が行われたと聞きましたが、質疑応答は行われてい

ないとのことなので、必ず生徒の意見を聞き反映できるようにしてください。 



中学校統合推進室長 必ず何らかの形で子どもたちの意見を取り入れるように行っていきます。 

委員長 他に質問はございませんか。 

委員 各部会入る教職員は各学校から２名ずつということになっていて、両中学校で調整

を行っていますが、参加する人数は変動させもいいでしょうか。 

委員長 学校の教職員の参加について、２名ないし１名というところでよろしいでしょうか 

中学校統合推進室長 学校の先生方の負担を考慮し、１名だと意見等の負担が増える可能性があるという

ところで２名としておりましたが、学校の方で調整され、１名でも構わないということで

あれば、人数調整は可能です。 

委員長 長洲中学校では、すべての職員を各部会に割り当てています。その中から職員の

意見を集約して、１名ないし２名で会議に参加するという形にしておりますので、１名

でも十分ではないかと考えています。 

委員長 他になければ、協議事項第１号新しい中学校づくり準備委員会部会構成（案）・競技

項目（案）については、皆様の承認を得たものとして、（案）の削除をお願いします。 

続きまして、協議第２号新しい中学校づくり準備委員会スケジュール（案）につきまし

て、事務局より説明をお願いします。 

中学校統合推進室長 【協議第２号 新しい中学校づくり準備委員会スケジュール（案）について説明】 

委員長 それでは、皆様から質疑等をいただきたいと思います。質問等ございませんか。 

委員 改めてすごく短い時間だと感じています。慎重に行う必要もあると思いますが、通学

路の安全対策については、工事や町の予算等の関係もあると思いますので、このス

ケジュールよりも前倒しになるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

委員長 通学路の安全対策について、事務局からお願いします。 

学校教育課長 期間が短いという意見についてですが、私たちも限られた時間を有効に活用し、ス

ピード感をもって取り組んでいきたいと考えています。通学路の安全対策につきまし

ては、原則として今の道路を基本として、通学していただきたいと考えています。そ

の中でも安全を確保するために、国、県、町それぞれの道路管理者や警察等との連

携や調整が必要となります。予算措置についても同様で、国・県の補助金等を活用

しながら短期、中期または長期的にというところで、通学路の安全対策進めていきた

いと考えています。事務局としての通学路の案はある程度持っています。事務局で

実際に今の道路を自転車で走行し、危険個所の位置、安全対策の方法は何が必

要かといったところまで検討しています。これは総務部会の方で説明を行い、協議し

ていきたいと考えています。 

委員長 よろしいでしょうか。通学路に関しては、他に何かありませんでしょうか。 

委員 スケジュールがいろいろ書いてありますが、校舎、校章、校歌や道路の整備などに

使えるというような予算の案はないのでしょうか。お金を掛けるならなんでもできるか

と思いますが、部門ごとにある程度の見積りの予算などは出せないのでしょうか。 

委員長 予算の見通しが出せるのかについて、いかがでしょうか。 

委員 私は部分的に予算をつけて示してもらいたいです。道路の整備などは、相当なお金

がかかると思います。校章や校旗など色々な物が必要になると思います。どの部分



にどの程度のお金を掛けることができるのかを示して欲しいと思います。 

委員長 事務局の方からは、予算的な面については、何か考えはありますでしょうか。 

中学校統合推進室長 予算については、次年度の町の予算スケジュールが年末から年始にかけて編成を

行っていきます。町の財政との協議が必要となりますので、工事や物の購入に必要

な費用と、それに対し使うことができる予算の調整を行い、確保することができた金

額というのは、町の予算査定後でないとお示しできない部分があるかと思います。工

事や物の購入などにかかる一般的な費用の金額を算出し、要望にお応えできるよう

予算の確保に努めていきます。次回の資料でお示しできる部分があればお示しした

いと考えていますが、検討させてください。 

委員 交流事業についてですが、両方の中学校の生徒が集まりますので、学校に行ったら

楽しいというような方向性にする必要があると思います。もう少し早く始められてはい

かがでしょうか。それと交流事業の内容が決定したものがあれば教えて下さい。 

委員長 現在、両中学校で一緒に検討しているのは、一年生の集団宿泊教室がありますの

で、今年は同じ日付で行うように設定しています。その他、修学旅行についても一緒

に実施するかを検討しています。特に大きな行事については、学校でも早めに検討

しているところです。この他にも生徒会や授業の交流は随時検討を行っていこうと考

えています。事務局からは何かございますか。 

学校教育課長 児童・生徒はそれぞれタブレット端末を持っていますので、ＩＣＴ機器を活用し、小学

校と中学校を遠隔でつないで、生徒間同士の交流や一緒に授業をしたりすることも

可能であると考えています。子どもたちの不安を少しでも軽減できるような交流事業

の検討を行い、取り組んでいきたいと考えています。 

委員 通学路の安全対策について、先ほど町の予算関係が１２月から１月にかけてとのこと

でしたが、これはあくまで町道の整備に関してということですよね。国道や県道の整

備を行うのであれば、県などへの協議が必要になると思いますがいかがでしょうか。 

学校教育課長 委員の言われる通りで、町の予算措置は、年末から年始にかけてですが、国、県と

の協議を要する整備については９月から１０月が締め切りとなりますので、早急に部

会で検討を行いまして、国、県に要望を行い、整備を進めたいと考えております。 

委員 部活動のことで、令和５年度の４月からはほとんどの部活動を合同で行えるように進

められたらいいなと思います。ただ、地域スポーツへの移行もあり難しいかもしれま

せんが、早い段階から一緒にできればいいなと思いますがいかがでしょうか。 

生涯学習課長 現在、腹栄中学校では県と一緒に地域部活動への完全移行のモデルケースとして

３つの部活動をメインに研究を行っています。来年度あたりでは長洲中の部活動移

行も現在進めている段階です。すでに合同になっている部活動もあるかと思います

が、令和５年度から完全に合同で出来るように進めていきたいと思います。 

学校教育課審議員 地域部活動への移行期間ということであり、全国的に部活動も大きな変革を進めて

いて、中体連の大会も地域単位で出場ができるように変わってきています。最終的

には平日も休日も学校で担ってきた部活動を地域に落とし込んでいく、社会教育の

一環として地域で持続可能な環境を構築していく、そして学校部活動よりも豊かにし



ていくというのが国のビジョンですので、長洲町でもこれに乗っかり進めていきたいと

思います。これから先、指導やお世話ができる方を探していく必要があります。地域

を挙げてご協力をお願いできたらなと思います。 

委員長 長洲中学校では不安なこと、要望したいこと、小さいことから大きなことまであります

ので、すべての先生に紙に書き出し取りまとめ、教育委員会に挙げるようにお願いし

ています。項目の洗い出しを行うことにより、より具体的なことが見えるようになり、こ

れは学校同士の協議で済むこと、これは教育委員会まで含めて協議を行うべきこ

と、そういった判断もできるようになると思います。小学校やＰＴＡの方々も含めて、項

目の洗い出しを行い、教育委員会の方に挙げていただければと思います。 

委員 生徒も是非項目の洗い出しに入れてもらえないでしょうか。不安やこういう学校にな

ってほしいとか、生徒の意見も聞いて欲しいと思います。 

委員長 生徒の意見を取り入れるように検討したいと思います。 

他の意見はなさそうですで、このスケジュールで進めてもよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

それでは、次の協議に進みます。協議第３号新しい中学校づくり準備委員会の運営

方法について（案）です。事務局より説明をお願いします。 

中学校統合推進室長 【協議第３号 新しい中学校づくり準備委員会の運営方法について説明】 

委員長 ありがとうございました。協議第３号について何かご意見等はありませんか。 

なければ、議事録の公開につきまして、①か②の多数決でよろしいでしょうか。 

【②が挙手多数】 

②の方が多そうですが、いかがでしょうか。 

委員 ②でいいと思います。どのような意見が出たのかということが、見たい方、知りたい方

にとっては大切なのかなと思いましたので②でいいかと思います。 

委員長 ありがとうございます。②でよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

それでは、②の方で議事録の公開をさせていただきたいと思います。 

ここまでで、何かありますでしょうか。 

委員 ホームページの議事録の閲覧数は把握できるのでしょうか。 

中学校統合推進室長 記事へのアクセス数は把握できますが、議事録データの閲覧数は把握できません。 

委員長 他になければ、協議第３号につきましても（案）の削除をお願いいたします。 

本日は長時間にわたりお疲れ様でした。本日協議いただいた内容を基に、各部会

を開催していきます。各部会で協議を行った内容について報告をいただき、協議が

必要な場合は、準備委員会として協議することとなります。皆様のご協力のおかげ

で、スムーズに進行することができました、ありがとうございました。 

司会 委員長ありがとうございました。最後に連絡事項です。 

次回の準備委員会の開催については、８月を予定しています。各部会の進捗状況

次第では、多少日程が変動することもありますご了承ください。 

以上で第１回新しい中学校づくり準備委員会を終わります。お疲れ様でした。 



第２回 新しい中学校づくり準備委員会 

 

会議録要旨 

【開催日時】 令和４年１０月１７日（月） 午後７時開始 

【開催場所】 長洲町役場 ３階 大会議室 

【出 席 者】 委員１６名 事務局等８名 傍聴２名 

発言者 発言要旨 

 【開会】 

司会 皆さんこんばんは。定刻となりましたので、第２回新しい中学校づくり準備委員会

をはじめさせていただきます。はじめに、委員長より挨拶を頂きたいと思います。 

委員長 改めましてこんばんは。７月４日に第１回目の準備委員会を開催し、３か月ほど経

過しております。本日が第２回目の準備委員会ということで、この３か月の間に、それ

ぞれの部会において、色々な話し合い等がなされているのではないかと思います。 

本日は、それぞれの部会からの報告を基に、決定できる部分は、しっかりと決定し

ていきたいと思っておりますので、皆様から、様々なご意見を頂きたいと思います。 

司会 委員長ありがとうございました。本日の協議に先立ちまして、各部会における協議

事項の進捗状況につきまして、中学校統合推進室長より報告いたします。 

中学校統合推進室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各部会での協議内容の進捗状況ついて報告を行います。 

まずは総務部会から報告を行います。 

（第１回 総務部会） 

第１回の総務部会を令和４年７月２１日に開催しました。初回ということもあり、事務

局及び部会員の紹介、長洲町立中学校統合整備計画の内容、統合までのスケジュ

ール等について説明を行いました。第１回の協議事項は、「総務部会の協議項目に

ついて」とし、総務部会にて協議検討を行う内容は、校名、校章、校歌、通学路安全

対策、制服、カバン、体操服、部活動、その他について協議を行い、部会での検

討・協議結果、決定事項等は新しい中学校づくり準備委員会に報告することを説明

しました。 

「１から検討を行うと時間が足りないので、事務局に案を示してもらい検討してはど

うか。」「項目によっては、児童生徒や保護者の意見を求めた方が良いのではない

か。」などの意見がありました。 

第１回の結論として、検討事項に対しては、事務局が複数の案を示し、それを基

に協議検討していくこととなりました。 

（第２回 総務部会） 

第２回の総務部会を令和４年８月２日に開催しました。第２回の協議事項としまし

ては、「新しい中学校の校名の選定・決定方法について」と、「新しい中学校の通学

路安全対策について」の２点で協議を行いました。 

①「新しい中学の校名の選定・決定方法について」 

事務局より３つの案（一般公募、児童生徒・保護者のみの応募、総務部会のみで
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決定）を示し、それぞれの案での検討事項等を説明しました。 

②「新しい中学校の通学路安全対策について」 

 長洲小・清里小校区から現在の腹栄中学校へ通学するため、事務局が想定して

いる 5つルートを示し、ルートごとの安全対策案について説明を行いました。 

①については、「総務部会のみで決めることは難しい。」「子どもたちの意見や考

えも取り入れて検討したい。」「応募箱は公共施設だけでなく、学校にも設置し参加

しやすい形をとって欲しい。」などの意見を頂きました。 

②については、「想定箇所以外にも夜暗い場所があるので、防犯灯の位置は再

度検討して欲しい。」「通学路の安全対策は、全保護者が心配している。確実な安

全対策をお願いする。」などの意見を頂きました。 

第２回の結論として、校名については、一般公募にて行うこと、通学路の安全対

策は次回以降も引き続き検討を行っていくこととなりました。 

 （第３回 総務部会） 

第３回の総務部会を令和４年８月１７日に開催しました。協議事項としましては、

「校歌の作成方法について」「校章の作成方法について」「制服等について」の３点

で協議を行いました。 

①「校歌の作成方法について」 

事務局より校歌の概念や現在の両中学校の校歌を示し、作成方法として６つの案

を示しました。今回は事務局案の提示と説明のみ行い、具体的な検討は次回以降

引き続き行うことを説明しました。 

②「校章の作成方法について」 

校歌と同様に、作成方法の案を事務局から示し、説明だけを行い、次回以降引き

続き検討を行うことを説明しました。 

③「制服等について」 

事務局より３つの案（1詰襟・セーラー服、2 ブレザー、3 制服なし）と導入時期に

ついての３つの案（1 統合時に全学年で揃える、２ 統合時から順次揃える、３ 揃

える時期を統一しない）を示し説明しました。 

①については、「校名が現在のどちらかの校名になった場合は、そのまま使用し

てはどうか。」という意見を頂きました。②については、意見等は特段ありませんでし

た。③については、「統合や新制服へ切り替える際に、自治体が補助しているところ

もある。」「ユニクロなどの低価格な市販品を制服とすることも可能か。」「これからの

時代を考えるとブレザー系がよい。」などの意見を頂きました。 

第３回の結論としましては、３つの案件は引き続き検討を行うこととしました。 

（第４回 総務部会） 

第４回の総務部会を令和４年９月２０日に開催しました。協議事項としましては、「校

名について」「校歌の作成方法について」「校章の作成方法について」「制服等につ

いて」の４点において協議を行いました。 

①「校名について」（公募結果の報告及び校名候補の選考） 
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一般公募結果の集計表を配布し、次回の会議にて、準備委員会に報告する案の

取りまとめを行うことを説明しました。 

②「校歌の作成方法について」 

前回提示した事務局案について、次回、意見等を伺いたいと説明しました。 

③「校章の作成方法について」 

②と同様で次回、意見を伺いたいと説明しました。 

④「制服等について」 

中学生の対象アンケート結果を示し、部会員の意見集約をお願いしました。 

①については、「準備委員会へ報告する案の選定数をいくつにするのか。」など

の意見を頂きました。②については、「校歌作成に対し、町としては予算をどのくらい

考えているのか。」「専門家等に依頼する場合の費用はどの程度かかるのか。」「校

名が決まらないと依頼できないのではないか。」などの意見を頂きました。③につい

ては、「②と同じで、町の予算措置はどうなのか。」「校名が決まらないと依頼ができ

ないのではないか。」などの意見を頂きました。④につきましては、「詰襟・セーラー

の割合が高かった学校もある。」「小学生やその保護者にもアンケートを実施しては

どうか。」「生徒たちの多様性に対応するジェンダーフリーな制服が必要である。」な

どのご意見を頂きました。 

第４回の結論として、校名については、次回の会議にて、準備委員会への報告案

を取りまとめる。報告案は３案程度で選考を行う。校歌や校章については、校名が決

定次第、再度協議を行う。制服については、今後の生徒たちの多様性に対応できる

ように方向性としてブレザータイプとし、導入時期については、引き続き検討を行うこ

ととしました。 

（第５回 総務部会） 

第５回の総務部会を令和４年９月２７日に開催しました。協議事項としては、「校名

の選考について」「制服の導入時期について」「制服の販売業者について」の３点に

おいて協議を行いました。 

①「校名の選考について」 

総務グループを２つのグループに分け、それぞれのグループで３案程度を選考し

た後、総務部会としての最終案を選考したいと説明しました。 

②「制服の導入時期について」 

制服の導入時期は前回示した３案を基に協議をお願いしたいと説明しました。 

③「制服の取扱業者について」 

制服を製造販売する業者は数社あるため、まずは、それぞれの会社の素材や価

格などについて説明する時間を設けたいと説明しました。 

①について、２つのグループで選考を行った結果、６案（長洲・ながす・長栄・姫ケ

浦・長洲四ツ葉・長洲未来）が選考され、「読み書きが簡単な平仮名の名称も良いの

ではないか。」「統合を機に長洲や腹栄にとらわれない名前もいいと思う。」など他に

も様々な意見がありました。②については、「令和６年度の新入生については新制



服で統一した方がよい。」「統合時の２年生、３年生については、新しい制服を着た

いとなったときに、着用不可とすることはできない。」「新設中学校の生徒なので２,３

年生も新制服を着る権利はあるのではないか。」などの意見がありました。③につい

ては、「製造を行うのは１社だけになるのか。」「荒尾第三中学校が制服を変更すると

聞いているがどこのメーカーなのか。」などの意見がありました。 

第５回の結論として、校名については６案の中から絞り込みを行い、４案（長洲・な

がす・姫ケ浦・長洲四ツ葉）を準備委員会へ報告することを決定しました。制服の導

入時期については、令和６年度の新入生から統一すること、統合時の２,３年生につ

いては、希望者の新制服着用を認めることとしました。制服等の取扱業者について

は、今後の部会において、業者から直接説明を受ける機会を設けることとしました。 

【学校部会】 

 続きまして学校部会の報告を行います。 

（第１回 学校部会） 

第１回の学校部会を令和４年７月２５日に開催しました。第１回は総務部会と同じく

事務局及び部会員の紹介、長洲町立中学校統合整備計画の内容、統合までのス

ケジュール等について説明を行いました。協議事項は、「学校部会の協議事項の確

認について」とし、新設中学校の経営方針等を決めるにあたり、それぞれの中学校

において案を作成し、それを部会において協議検討していきたい。交流事業の検

討については、部会で様々な目線から検討を行いたい。学校行事は、両中学校で

違う日程の行事もあるので、日程を揃えることから調整を行いたい。生徒会について

は、学校同士で協議を行い、交流も含め検討したいと説明しました。 

「交流事業は中学校だけでなく、小学校の交流事業も含めて考えるのか。」「他の

地域等で参考になる交流事業はないか。」「学校側としては年間スケジュールのすり

合わせから行う必要があると感じている。」などの意見がありました。 

第１回の結論としまして、学校側で令和５年度の学校行事予定表（案）を作成し、

次回提示する。中学校だけでなく、小学校同士の交流事業の検討も行う。生徒会等

にも協力してもらい、生徒の意見も反映できるように調整していくこととしました。 

（第２回 学校部会） 

第２回の学校部会を令和４年８月２４日に開催しました。協議事項は、「令和５年

度の学校行事予定表（案）について」、「生徒会等の検討について」としています。 

①「令和５年度の学校行事予定表（案）について」 

両中学校担当者より、令和５年度の行事予定表（案）ついて説明。未確定な部分

が多々あるが、同じ日程で行えるよう両中学校で調整を図る。テスト期間や体育祭、

文化祭、職場体験、その他の行事も可能な限り日程調整を図る。 

②「生徒会等の検討について」 

生徒会等につきましては、生徒会役員数や委員会数の違いがあるため、組織体

制を見直の必要がある。委員会数は腹栄中の方が一つ多いため、統合後は腹栄中

の委員会数を採用予定、一人一役を行いたいと学校担当者より説明。 



「統合後にいきなり行事予定を組み替えるのは難しいと思われるので５年度から

すり合わせるのは良いと思う。」、「学校で行事予定を組んでもらい、その先の交流事

業の検討を一緒にやっていきたい。」、「生徒会や委員会については、学校側で決

めてもらっていいと思う。」などの意見がありました。 

第２回目の結論としては学校側で年間行事を精査しつつ、交流行事等が行える

日程を検討するということとなりました。その他として、中学校同士の公務分掌会、教

科部会等を行いつつ、次回の部会開催時期を検討していきます。 

【ＰＴＡ部会】 

 最後にＰＴＡ部会の報告を行います。 

 （第１回 ＰＴＡ部会） 

第１回目のＰＴＡ部会を令和４年 7 月２７日に開催しました。ＰＴＡ部会でも、他の

部会と同様に、事務局及び部会員の紹介と、長洲町立中学校統合整備計画の内

容、統合までのスケジュール等について説明を行いました。協議事項は、「新設中

学校設立に伴う、ＰＴＡ組織の再編等について」としまして、保護者と教職員双方の

負担を減らしつつ、子どもたちにとってより良い組織となるよう検討を行いたい、時間

を必要とするＰＴＡ会則の検討から最初に行いたいと説明。 

「現ＰＴＡ役員とも情報を共有し、検討を行いたい。」「事務局がたたき台として会

則案を示し、それと現在の会則とを比較した方が効率的ではないか。」「現ＰＴＡでの

必要な部分、不要な部分の見直を行えばいいのでは。」などの意見がありました。 

結論としては、両中学校のＰＴＡ会則の比較検討を行い、各個人または、ＰＴＡ役

員とも共有しつつ検討いただき、第２回開催時に意見を集約することとしました。 

（第２回 ＰＴＡ部会） 

 第２回のＰＴＡ部会を令和４年８月２２日に開催しました。協議事項は、「新設中学

校ＰＴＡ会則等の検討について」とし、会則だけでなくＰＴＡ組織の在り方についても

検討を行うため、他の自治体での事例等を交え説明を行いました。また、世間的に

は、ＰＴＡ強制加入問題やＰＴＡ廃止論もあるため、事務局としてはＰＴＡ組織の存

続、廃止、どちらの可能性も残しつつ協議を進めていきたいと説明しました。 

 「存続、廃止どちらも検討を行うのは難しい。」「廃止しても、別の組織が必要になる

のなら、廃止の声が強くなった時でもいいのではないか。」などの意見がありました。 

 結論としては、ＰＴＡ部会では、統合後もＰＴＡ組織を存続させる方向で、協議を進

めていくことを決定しました。また、次回の会議までに、新設中学校ＰＴＡ会則（事務

局案）を示し、その会則案を基に、次回以降の会議を進めていくこととしました。 

 以上で３部会の進捗状況報告を終わります。 

司会 本日の協議に移ります。ここからは進行を委員長にお願いしたいと思います。 

委員長よろしくお願います。 

委員長 それでは協議に入ります。協議第４号「新しい中学校の校名について」事務局から

説明をお願いします。 

中学校統合推進室長 はい。協議第４号「新しい中学校の校名について」でございます。 



総務部会の協議経過にて説明させていただきました通り、第２回総務部会にて、校

名については、一般公募を行い、広く校名を募集することとしました。募集の結果３６

０件（１３４案）の応募をいただき、第４回総務部会において、応募結果の中から３案

程度を準備委員会に報告することとしました。第５回の総務部会において、選考を

行い、４つの案（長洲・ながす・姫ケ浦・長洲四ツ葉）を準備委員会に報告することと

しました。今回の準備委員会において、総務部会からの報告された４案を基に、準

備委員会にて更なる協議を行い、１案もしくは複数案を教育委員会に報告したいと

考えています。最終案についての協議をよろしくおねがいします。 

委員長 まずは事務局から説明のありました、新しい中学校の校名について質疑を受け付け

たいと思います。委員の皆様からの質問はありませんか。 

委員 校名案として４案が挙がっていますが、この中には子どもたちの意見も含まれている

のでしょうか。 

中学校統合推進室長 一般公募の結果を資料としてつけておりますが、応募総数３６０件の中に、子どもた

ちの応募も多数ありました。募集の段階では、子どもたちの意見も含まれています。 

委員長 募集の段階では子どもたちの意見も聞けていますが、選考の段階では総務部会で

４案に絞っていますので、選考に子供たちの意見は含まれていません。４案に子ど

もたちの応募案が含まれるかは、資料に表記していないので判断できません。 

委員 私は長洲中学校一つでいいと思います。それに応募した人数が少ないですよね。

それだけ校名への関心が少ないと思われるので、長洲中学校でいいと思います。 

委員長 ありがとうございました。その他ご意見等ありませんでしょうか。 

ご意見なければ、事務局から提案した通り、教育委員会へ報告する案をいくつ報告

するのか、どの案を報告するのか、四つの案の中から決めていきたいと思います。 

委員 私も「長洲」がいいのではないかと最初は思っていましたが、応募された方々の想い

を読んでいると長洲、腹栄それぞれの同窓生感情がぶつかっている気がしました。

その中でも「長洲四ツ葉」は、町内の 4 小学校が一つになるという意味が込められて

いて良いなと思いました。これと「長洲」の２案をあげていただきたいと思います。 

委員 腹栄中の保護者の中でも、長洲中の名前でいいのではないかという意見が多々あり

ます。腹栄の名前を残そうという意見は少ない様に感じているので、私も漢字の「長

洲」でいいのではないかと思います。 

委員 私は町外の出身で、あまり長洲に詳しくない部分もありますが、「姫ケ浦」という地名

は初めて聞きました。この中でしっくり来たのは、平仮名の「ながす」です。子どもと一

緒に考えてみましたが、読み書き共に間違いの少ない「ながす」が良いと思います。 

委員 同じ意見です。平仮名の「ながす」が良いと思います。それぞれにいろんな想いがあ

って応募されていますので、４案すべてを報告してもいいのではないかと思います。 

委員 4 案すべてを報告するという意見に反対するわけではないのですが、部会で４つま

で絞っていただいたので、この際、1案にして報告した方が良いと思います。 

委員長 ありがとうございます。他にございませんか。 

現在、漢字の「長洲」、平仮名の「ながす」、「長洲四ツ葉」と色々意見いただいてお



りますが、教育委員会に報告する案をいくつにするのか、一つもしくは、二つに絞り

込んでいくか、４案すべてを報告するのか決めたいと思います。 

委員 この町の歴史として、元々４つの村が合併を繰り返し、今の長洲町になっています。

その時々で、町名を決定する際にいろいろあったと思います。それでも、元々あった

長い洲の地形からとった長洲という名称を選んで現在に至っていると思いますの

で、平仮名の「ながす」だと意味が分からなくなるのかなとも思い漢字の「長洲」でい

いと思います。それと、決定するのは教育委員会かと思いますが、この準備委員会

でも、一定程度の責任を負いながら決めていく必要があると思いますので、一つか

二つの案を上げるべきではないかなと思います。 

委員長 一番多いのは、漢字の「長洲」で、次に平仮名「ながす」と「長洲四ツ葉」という意見

をいただいています。漢字の「長洲」を軸に、もう一つ出すのか、もう少し意見を出し

ていただきたいと思います。 

委員 漢字の長洲中学校としたら、印鑑、書類等の様々な物の再利用ができるので、全く

新しい校名にするよりは経費の削減につながると思います。 

委員 校舎は現在の腹栄中を使うということで、長洲の校名を残すことに反対意見が多くな

いのはありがたいと感じています。長洲、腹栄が少しずつ譲り合いをしつつ、長洲町

の中学校だと誇りを持てる校名にできたらいいなと思います。 

委員 統合でなく新設として、新しい学校を作るという想いを校名に乗せたいと思います。 

お金のことは大事ですけど、そこまで気にすることはないと思います。 

委員 卒業生のことを考えると、腹栄中学校は校舎が残るので、母校がある気持ちになると

思います。長洲中学校の卒業生は、校舎がなくなるので、名前が変わった時点で、

自分の母校が無くなる感覚になるのかなと思いました。 

委員 合併したときには、必ず地域の力が強いところが名前の上に来ます。腹赤村と六栄

村だったら腹赤の方が上なので、腹栄村になりました。今回も長洲と腹栄だから、長

栄中学にするかということも考えましたが、それではおかしくなるので、長洲中学校

が一番いいと思います。 

委員長 いかがでしょうか。長洲というところの意見が出ておりますが。 

委員 私は、漢字の「長洲」か、平仮名の「ながす」かで、教育委員会に図ってみてはいか

がかなと思いつつ、皆さんの意見を聞いていました。中には違う意見の方もいらっし

ゃったので、皆さん納得の上で、教育委員会に報告を上げて欲しいと思います。 

委員長 長洲に絞り、漢字の「長洲」、平仮名の「ながす」の 2 点を報告するか、漢字の「長

洲」1点にするかという意見が出ていますが、いかがでしょうか。 

委員 私は地元じゃないので、あまりピンとこなかったのですが、地理的な話で、「昔ここに

は長い洲があってね」そういうことで、漢字の長洲が使われているだろうねっていう。 

委員 長洲の地名がそこから来ているということですね。 

委員 その土地に見合った校名で、漢字の「長洲」が一番良いなと思いました。あと母校が

残るというのは大事かなと思いました。 

委員 腹栄中の校舎もいつかは建て替えになるわけで、母校が無くなるという意味では、そ



の時の感情などを考えると新しい名前の方が良いのかなと私は思います。 

委員 応募結果の資料を見ても漢字の「長洲」というのが圧倒的に多く、長洲町ある一つの

中学校ということが、他市町村から見てもシンプルでいいのではないかと思います。 

委員 漢字の「長洲」もよくわかりますが、応募された方の想いを見ても、平仮名の「なが

す」が良いと思います。町の広報も「ながす」と平仮名ですので良いと思います。 

委員 漢字「長洲」と平仮名「ながす」の 2点を教育委員会に報告すればいいと思います。 

委員長 それでは、漢字の「長洲」は決まりということで、平仮名の「ながす」も一緒に 2点を報

告するということで、あとは「長洲」か「ながす」の 2 点の中から教育委員会で一つに

選ぶということになりますけれどもよろしいでしょうか。 

 「はい」と呼ぶ声あり 

委員長 それでは、準備委員会の結論としましては、漢字の「長洲中学校」、平仮名の「なが

す中学校」の両方を教育委員会に報告するということで決定したいと思います。 

続きまして協議第 5 号「新しい中学校の制服について」事務局から説明をお願いし

ます。 

中学校統合推進室長 協議第 4号ご審議ありがとうございました。続きまして、協議第 5号につきまして、説

明させていただきます。総務部会での協議経過をまず説明させていただきます。新

制服の方向性については、詰襟・セーラー服タイプ、またはブレザータイプ、または

制服なし（私服）の 3案について第 3回から第 5回の総務部会にかけて協議を行い

ました。その中で、生徒達の多様性に対応するジェンダーフリーな制服が今後は必

要であるという意見から、総務部会では制服の方向性をブレザータイプとすることで

決定しました。新制服の導入時期につきましては、統合時に全学年で揃える、順次

揃える、揃える時期を統一しない等の 3 案について協議を行いました。この順次揃

えるとか揃える時期を統一しないというのは、お下がりでの着用を認めるかが論点で

あり、「必ず新しい制服に変えなければいけないのか。」「兄弟がいる間は使えるよう

にしてもいいのではないか。」そういった意見もいただきつつ協議を行いましたが、

第 5回の総務部会において、令和 6年 4月の入学生は新制服で統一し、2年生、3

年生においては希望者の着用を認める方法で、順次揃えるという方針になりまし

た。総務部会の意見としては、新一年生は新制服で統一すると決定したところでご

ざいます。今回、協議いただきたい内容としましては、いつくかの案から選ぶのでは

なく、総務部会からの報告された新制服の方向性はジェンダーフリーに対応できる

ブレザータイプとし、導入時期は令和 6 年 4 月の新入学生から統一すること、統合

時の 2 年生、3 年生は希望者の着用を認めることの 2 点について、承認をいただき

教育委員会に報告を行うこととなります。協議のほどよろしくお願いします。 

委員長 事務局から説明がありましたが、新しい中学校の制服について、皆様方からご質問

等はございませんでしょうか。 

 （特に質問・意見等なし） 

委員長 よろしいでしょうか。それでは、新しい中学校の制服につきましては、総務部会の報

告通り、ブレザータイプの導入を行うこと、導入の時期については、令和 6年 4 月の



新 1 年生から統一し、2 年生、3 年生については既存の制服とし、希望者について

は新制服の着用を認める。以上の 2 点を準備委員会の最終案として、教育委員会

に報告いたします。 

中学校統合推進室長 追加の説明になりますが、制服につきましては、方向性と導入時期の検討をさせて

いただきまして、最終的なこの制服になりますという形はできていません。今後は業

者によりそれぞれのメーカーの強み、特製、素材、金額、価格が違うため、業者より

直接提案をいただき、取扱メーカーの決定を行います。その後、メーカーからデザイ

ン等の提案をもらい、総務部会等で検討を行いながら最終的なモデルというのは、

また準備委員会とは別の形でご報告させていただきたいと考えております。現段階

では、方向性を決めて進めていく途中の段階での確認となります。 

委員 制服の導入時期の議論の中で、近隣のどこかの市町村が制服を新しくした際に、町

が補助を出して、1～3年とも 1着ずつ購入したという例があったと思います。町が補

助を出していただければ、開校と同時に新制服で統一することができると思います

が、そういう案はなかったのでしょうか。もしくは却下されたのでしょうか。 

中学校統合推進室長 委員さん同士の協議の中で、町が補助を行っている自治体があるという意見もあり、

事務局としては、町が補助を行うのであれば、予算の確保が必要になると回答させ

ていただきました。ただ、委員さんの中からも、「自分の子どもが着るものをわざわざ

町に買わせる必要があるのか。」という意見がありました。そのような意見もあったの

で、統合時の 1 年生から新制服の導入を順番に進めて、一度に 2 年生と 3 年生ま

で制服を変える必要はないのではないかという結論になりました。もちろん自治体が

補助を行えば保護者の負担は少なくなりますが、「その年だけ補助をすることができ

るのか。」「補助を行うなら、いつまで補助を続けるのか。」そういった様々なご意見を

いただき委員の皆様で検討いただいた結果として、今回の案が出てきております。 

委員 そういった議論ができているのであれば大丈夫です。 

委員長 補足になりますが、中学生向けに行ったアンケートでは、ブレザータイプを希望した

生徒と同じくらいの人数が、学ラン・セーラー服を希望した生徒がいました。その学ラ

ン・セーラー服を希望した生徒の意見として、卒業まで今の学ラン・セーラー服を着

たいという意見もありましたので、それを無理やり新しい制服に変える必要はなく、新

しい制服を着たい生徒は変えてもいいとする方向になりました。 

委員長 少し質問がありましたが、本日協議いただきました、協議第 4号及び第 5号につきま

しては、事務局から教育委員会へ報告を行い、教育委員会の方で最終的な決定を

行っていただきます。 

本日の協議はすべて終了しましたので、進行を事務局にお返しいたします。 

司会 委員長進行ありがとうございました。 

次回の開催につきましては、各部会の進捗状況により決定したいと考えております。

開催日が決定しましたら、改めて連絡させていただきます。 

これを持ちまして第 2 回新しい中学校づくり準備委員会を終了します。お疲れ様で

した。 



第 3回 新しい中学校づくり準備委員会 

 

会議録要旨 

【開催日時】 令和４年１2月 22日（木） 午後７時開始 

【開催場所】 長洲町役場 ３階 大会議室 

【出 席 者】 委員１2名（欠席４名）  事務局等８名 傍聴０名 

発言者 発言要旨 

 【開会】 

司会 皆さんこんばんは。定刻となりましたので、第３回新しい中学校づくり準備委員会

をはじめさせていただきます。はじめに、委員長より挨拶いただきます。 

委員長 改めましてこんばんは。本日は冬至ということもあり、冬の寒さが一段と厳しくなっ

てまいりましたが、小中学校共に明日までが登校日となっております。新型コロナウ

イルス感染症が学校でも広がりを見せているところですが、なんとか冬休みを迎える

ことができるのではないかと思っております。本日も貴重なご意見等をいただきまし

て、スムーズな協議となりますように、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

司会 委員長ありがとうございました。続きまして、次第３．報告事項です。新しい中学校

の校名について、事務局より説明いたします。 

中学校統合推進室 それでは、報告事項 1．新しい中学校の校名について説明いたします。先日開催さ

れました令和４年第４回長洲町議会において、長洲町立学校条例等の一部を改正

する条例を上程し、可決されました。これを受け、新しい中学校の名称は漢字で「長

洲中学校」、位置は「長洲町大字腹赤７３２番地」と決定しました。校名決定までの流

れとしては、前回の第２回新しい中学校づくり準備委員会において準備委員会案と

した「長洲」、「ながす」の２案を、教育委員会に報告しました。教育委員会において

漢字の「長洲」を最終案とし、町部局と協議・合意を行いました。その後、先に述べま

した町議会へ上程し、条例の可決を頂きました。 

校名決定の周知は、１２月１４日に町のホームページ、町 LINE、愛情ねっと等にて

配信を行いました。また今後は、広報ながす１月号にも校名決定の記事を掲載し、

周知を図ります。簡単ではありますが、報告事項１についての報告を終わります。 

司会 続きまして、報告事項 2．新しい中学校の校訓につきまして、事務局より説明いたし

ます。 

中学校統合推進室長 報告事項 2．新しい中学校の校訓について説明いたします。新しい中学校の校訓に

つきましては、本来であれば中学校校長等が決定していくものではございますが、

新設校であり学校長が不在であるため、現在の長洲中学校長と腹栄中学校長と協

議を行った結果、教育長を含めた事務局で検討する。教育長を含めた教育委員会

で検討・選定することとしました。協議検討を行った結果、「自主」・「創造」・「挑戦」を

新しい中学校の校訓として決定いたしましたので報告いたします。それぞれの内容

としては、「自主」自ら気づき考え行動する生徒を育む学校。「創造」豊かな発想を発



揮し未来を切り開く創造力豊かな生徒を育む学校。「挑戦」自分を信じ仲間と共に

夢に向かって果敢に挑戦するチャレンジ精神旺盛な生徒を育む学校としています。 

簡単ではありますが、以上で報告事項 2．新しい中学校の校訓についての報告を終

わります。 

司会 続きまして、次第 4．各部会の進捗報告に移ります。総務、学校、PTAの各部会にお

ける進捗報告について事務局より説明をお願いします。 

中学校統合推進室長 それでは、次第 4．各部会の進捗状況について報告いたします。まずは総務部会で

す。前回の第２回準備委員会にて報告いたしました第５回総務部会以降に開催した

部会の容について報告いたします。第６回の総務部会では、制服業者による説明会

を実施しました。現在の両中学校の制服や、近隣市町村の学校などにおいて実績

のある５社をピックアップし、２社ずつ３回に分けて説明会を行うこととしました。第６

回では菅公学生服株式会社、株式会社ジャクエツの２社に説明をいただきました。

その他には、通学路ルートの確認として、事務局と一緒に想定ルートを周り、現地の

確認をお願いしました。実施日を３日間に分け、都合の良い日程で参加してもらうこ

ととしました。続きまして第７回総務部会です。前回に引き続き制服業者の説明会を

実施し、明石スクールユニフォームカンパニー、瀧本株式会社の２社に説明をいた

だきました。第７回は説明会のみで終了しています。続きまして第８回総務部会で

す。第６回、第７回と同様に、制服業者による説明会を実施し、光多制服株式会社よ

り説明をいただきました。その後、協議事項としまして、１「新制服の基本方針（案）に

ついて」、2「新制服等の業者選考について」、3「通学路の最終決定について」の３

項目について事務局より説明を行いました。協議結果としては、協議事項 1．新制服

の基本方針（案）については、町からの制服に対する補助は想定しない。現行より経

済的負担を増やさない。基本方針の内容については、各自検討を行い、次回会議

時に協議し決定することとしました。２．の新制服等の業者選考については、総務部

会委員の意見をもとに、菅公学生服、明石スクールユニフォームカンパニー、瀧本、

光多制服の４社を軸に選考を行うこととしました。また、選考の方法についてはプロ

ポーザル方式を実施し、選考・決定することとしました。３．通学路の最終決定につ

いてです。先の総務部会員による現地確認や様々な意見等をもとに、当初の案よ

り、数カ所の変更を加えた案を示しました。想定される５ルートのうちの長洲港付近

から国道５０１号線を通り通学するルートの一部変更と役場前の道路、高浜の農村

公園横の道路を想定ルートに追加する案の説明を行い、次回以降に最終的な決定

をすることとしました。続きまして第９回総務部会です。協議事項としては、1．「新制

服の基本方針の決定について」、2．「指名型プロポーザルの実施について」、3．

「校歌の作成について」、４．「校章の作成について」として開催いたしました。１．新

制服の基本方針の決定については、前回提示した案について、意見等を求め、修

正等を加えつつ決定していきたいと説明しました。２．指名型プロポーザルの実施に

ついては、①指名型プロポーザルの実施要項、②審査基準、③新制服選考審査委

員会について事務局案を示し、次回以降の会議にて意見等を求め決定していきた



いと説明しました。３．校歌の作成については、校歌作成の協議については、校名

の決定後に協議を再開し、協議検討を行うこととしておりましたが、ご意見等ありませ

んでしたので、事務局案として、県立岱志高校の校歌を作詞作曲された実績のある

荒尾市出身のシンガーソングライター関島秀樹氏に依頼する案を提示しました。４．

校章の作成については、こちらも校名決定後に協議検討を行うこととしていました

が、意見等ありませんでしたので、町内在住のグラフィックデザイナー岩井秀朗氏に

依頼する案を提示しました。意見としては、１．新制服の基本方針について、質問は

ありましたが、修正等はありませんでした。2．指名型プロポーザルの実施について

は、特に意見等はありませんでした。３．校歌の作成については、「関島氏への作成

依頼に賛成。」、「校歌の作成実績もあり良いと思う。」との意見がありました。４．校章

の作成については、「町内在住の方であるため、お願いしたい。」、「過去にかかわっ

てもらったことがあるが、良い作品だった。」等の意見がありました。結論として、1．新

制服の基本方針については、事務局案で決定し、選定を進めていく。２．指名型プ

ロポーザルの実施については、各自で検討してもらい、次回会議時に意見を求め決

定する。３．校歌の作成については、総務部会として、関島氏へ依頼する案として準

備委員会に報告する。４．校章の作成については、総務部会として、岩井氏へ依頼

する案として、準備委員会に報告することししました。その他の協議として、体操服

等については、オリジナルではなく、既製品に校名等の印刷を行うため、両中学校

の体育教諭等の意見を伺いつつ検討していくこととしました。続きまして、第１０回総

務部会です。協議事項としては、１「指名型のプロポーザルの実施について」、2「通

学路の安全対策について」とし、協議をお願いしました。１．指名型のプロポーザル

の実施については、第９回の会議時示した事務局案について検討し、決定を行う。

また。プロポーザルの実施日についての協議も併せてお願いしたいと説明を行いま

した。２．通学路の安全対策については、建設課、農林水産課、総務課の担当者が

出席し、それぞれの所管における、想定している安全対策等について説明しまし

た。説明の内容としては、道路のカラー舗装実施箇所や街路灯、防犯灯の新規設

置位置等について説明を行いました。協議結果としては、１．指名型のプロポーザ

ルの実施については、「土曜日または日曜日の日程で実施できないか。」、「審査委

員の全員が参加できる日程の調整は難しいのではないか。」等の意見がありました。

①の実施要項案、②の審査基準案、③の新制服選考審査委員会案については特

に意見はありませんでした。2 の通学路の安全対策については、①道路等の安全対

策で、カラー舗装を実施する始点と終点の位置について、道路幅の狭い箇所につ

いて等の質問がありました。②の防犯対策等につきましては、街路灯・防犯灯の設

置位置について、意見や質問がありました。結論としては、新制服の選考は指名型

のプロポーザルの実施し、実施要項、審査基準、新制服選考審査委員会や委員名

簿については、事務局案で決定し、準備委員会へ報告することとしました。2 の通学

路の安全対策については、①道路の改修については、今回示した案で次年度の予

算要求をし、実施していく。②の防犯灯については、指摘箇所を再確認後に検討を



行うこととし、結論付けました。以上で総務部会の報告を終わります。 

続きまして、学校部会でございます。学校部会については、第２回学校部会より開

催していません。両中学校において、行事のすり合わせや、年間スケジュールの調

整を行っている段階です。資料等の準備が出来次第、第３回学校部会の開催を検

討しています。 

続きまして、PTA部会でございます。第３回 PTA 部会を１０月２４日開催しました。協

議項目としては、「新設中学校 PTA 会則案の検討について」とし、第２回開催時の

意見を基に、事務局にて会則案を作成し、説明を行いました。意見としては、PTA

会員への加入と、会費の取扱い等について様々な意見が出され、協議検討を行い

ました。半強制的な加入の問題、純粋に任意加入した場合の加入率、会費、運営の

問題が出されたところでございます。結論としては、会費や役員については引き続き

検討を行い、今年度を目途に部会案の作成をすることとし、継続して検討を行って

いくこととしました。以上で 4各部会の進捗報告を終わります。 

司会 本日の協議に入っていいただきます。ここからは進行を委員長にお渡しします。委

員長よろしくお願いします。 

委員長 それでは協議に入ります。協議第６号制服取扱業者の選考について事務局より説

明をお願いします。 

中学校統合推進室長 それでは５協議事項（1）の協議第６号「制服取扱業者の選考について」です。総務

部会における協議結果です。①の制服取扱業者の選考については、先の説明と重

複しますが、第６回～第８回の総務部会において制服と扱い業者５社による説明会

を実施しました。第８回の総務部会において業者選考についての協議を行い、５社

のうち４社による指名型プロポーザルにて選考を行うことを決定し、準備委員会へ報

告する。第９回総務部会にて、新制服等の導入に係る方向性を明確にするため、新

制服等の基本方針を決定しました。また第１０回において、プロポーザルの実施要

項、審査基準、制服選考審査委員名簿等を決定したところです。②の制服選考審

査委員会についてです。選考審査委員のメンバーは現在の総務部会員１５名に、

各小中学校の校長及び教育長を加えた２１名での選考を予定しています。今回準

備委員会にて協議を行う項目としては、指名型プロポーザルの実施、実施要項、審

査基準、選考審査委員名簿について協議をお願いします。またこの制服選考につ

いては、準備委員会を実施主体として行うことを予定しています。選考の実施、手順

を踏み決定していくことに準備委員会としての承認をお願いしたいと思います。 

委員長 事務局から説明のありました制服取扱業者の選考についてと、制服選考審査委員

会について、意見や質問はありませんか。 

委員 指名型プロポーザルの実施について、公募型ではなく、指名型とした理由の説明を

お願いします。 

中学校統合推進室長 公募型のプロポーザルではなく、指名型で実施するとしておりますが、総務部会で

の意見として、制服業者がどのような商品・特色を持っているか、判断が難しいという

意見がありましたので、町内の中学校及び近隣市町村の中学校等に納品または製



造等の実績のなる業者をピックアップし、簡単に説明会を実施しました。その後、こ

の５社で進めるのか、公募型とするのか協議を行いました。協議の中で、「ジャクエ

ツ」については、選考から外した方が良いのではないかとの意見がありましたので、

指名型とし、４社にてプロポーザルを行うこととしました。 

委員 わかりました。 

委員長 他にありませんか。 

中学校統合推進室長 補足になりますが、今回の選考審査委員会で選考を行うのは、あくまで取扱業者の

選考を行います。今後のスケジュールとしては、最初にプロポーザルを行い、制服

の金額、性能や機能等を比較し、取扱業者の選定を行います。その後、選定された

業者より、いくつかのデザインやタイプ、試作品等を提示してもらい、提示された複

数案の中から、審査委員会や準備委員会の意見、そして生徒の意見等を取り入れ

つつ、最終的なデザインの決定を行っていく流れになります。 

委員長 はい。他に質問等はありませんか。 

委員 部会ではユニクロとかの製品を購入できないかという意見があったかと思いますが、

そういった意見はどうなったのでしょうか。 

学校教育課長 先程、説明のありました新制服の基本方針の部分で、経済的な配慮という項目があ

ります。その中の条件で、大手メーカーの既製品（ポロシャツ等）の導入が新しい制

服で対応可能とすることとしています。 

委員 もう１点良いですか。プロポーザルというのはあまり経験がなくてわからないのです

が、公開で行われるのでしょうか。また、一般の方は見るだけでも参加できないので

しょうか。 

中学校統合推進室長 プロポーザルのプレゼンについては、委員の方のみで、非公開を予定していますの

で、一般の方は参加できません。審査委員には審査基準の配点表を基に評価して

いただきます。最終的な審査結果等は準備委員会に報告させていただきます。 

委員 以前、保育園の民営化の際には、親御さんが参加されていたように記憶していま

す。今回は、生徒を参加させることができたらなと思いました。今後デザインを決める

際には、生徒の意見を聞いていただけるとのことですので、その部分はいいと思い

ます。ただ、もっと生徒を絡ませたい、会議等にも参加させたいというのが、中学生

の子を持つ親としての意見です。 

委員長 よろしいでしょうか。他にご意見ありませんか。 

 （意見なし） 

委員長 ご意見ありませんので、協議第６号制服取扱業者の選考につきましては、総務部会

からの報告事項である①制服取扱業者の選考についてと、②制服選考審査委員会

の設置については、承認ということでよろしいでしょうか。 

 （「はい」と呼ぶ声あり。） 

委員 はい。ありがとうございます。承認をいただきましたので、事務局の方で制服選考審

査委員会の立ち上げと、プロポーザルの実施をお願いします。 

続きまして、協議第７号「新しい中学校の校歌について」事務局よりお願いします。 



中学校統合推進室長 協議第７号「新しい中学校の校歌について」です。総務部会における協議経過につ

きましては、第４回総務部会において、校歌の検討は、校名の決定後に再協議とし

ました。第９回の総務部会から協議を再開しましたが、中々意見が得られなかったた

め、事務局案として、県立岱志高校の校歌を作成された経歴もある、荒尾市出身の

シンガーソングライター関島秀樹氏への作成依頼を提案しました。協議の結果とし

ては、事務局案である関島氏への作成依頼を採用し、総務部会案として準備委員

会に報告することとなりました。この案件は、準備委員会から教育委員会への報告

案件となりますので、関島氏へ作成依頼を行う総務部会案について更なる協議をい

ただき、教育委員会への最終報告案を取りまとめていただきたいと思います。 

委員長 事務局から説明のありました総務部会案である関島氏への校歌作成依頼につきま

して、質問はありませんか。 

委員 質問ではありませんが、校名の選考の際にも『姫ケ浦』というフレーズが選考にのこ

っていましたので、入れていただきたいなと思います。 

委員 総務部会でも、キーワードや言葉とか単語、どうしても長洲町として入れていただき

たい、ふさわしいものがあれば入れることはできないかという意見はありました。現段

階では、関島氏と連絡はとっていませんので、準備委員会で承認をいただいた後、

事務局において作成依頼の交渉を開始したいと考えています。依頼を受けていた

だければ、希望するキーワードやフレーズ等を入れてもらえるように交渉を行いつつ

進めていきたいと思います。 

委員長 他に意見等ありませんか。 

 （意見等なし） 

委員長 それでは、新しい中学校の校歌については、総務部会案である関島秀樹氏への作

成依頼を行うということで、承認いただけますか。 

 （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 ありがとうございます。それでは、総務部会案の承認をいただきましたので、事務局

から教育委員会への報告と、関島氏への作成依頼の交渉をお願いいたします。 

続きまして、協議第８号新しい中学校の校歌について説明をお願いいたします。 

中学校統合推進室長 協議第８号「新しい中学校の校章について」です。総務部会における協議経過です

が、校歌と同様に、第４回総務部会にて、校名決定後に再度協議を行うこととしまし

た。第９回総務部会から協議を再開し、事務局案として町内在住のグラフィックデザ

イナー岩井秀朗氏への作成依頼を提案いたしました。協議の結果、岩井氏への作

成依頼を総務部会案として、報告することとしました。こちらも、準備委員会から教育

委員会への報告案件ですので、総務部会案について、準備委員会で更なる協議を

行い、最終案を教育委員会へ報告することとしています。協議の程よろしくお願いし

ます。 

委員長 事務局から説明のありました、新しい中学校の校章について質問はありませんか。 

中学校統合推進室長 補足をよろしいでしょうか。今後の流れについて補足をいたします。先に協議いただ

いた校歌と同様に、準備委員会での証人を頂いた後、年明けには、岩井氏に連絡



を行い、作成依頼を行いたいと思います。依頼を行う際に、１点ものではなく、複数

案の作成依頼ができればと思っています。複数案作成いただいた後、総務部会、準

備委員会、生徒等を含めて、制服と同じような形で意見を伺いつつ、複数案の中か

ら１点に絞り決定を行うという方向で進めていきたいと思います。 

委員長 事務局から補足の説明がありましたが、皆様方から質問等ありませんか。 

 （質問・意見等なし） 

委員長 特に意見等ありませんので、新しい中学校の校章については、総務部会案である岩

井氏への作成依頼を承認いただけますか。 

 （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 ありがとうございます。それでは総務部会案への承認をいただきましたので、事務局

から岩井氏への作成依頼をお願いいたします。 

以上で本日の協議は終了となります。 

中学校統合推進室長 今後の進め方について１点ご相談させていただきます。今後協議を進めていく中

で、校名を決定した際には複数案の中から絞っていくという方法で進めてきました。

今回協議いただいた制服や校歌、校章について、準備委員会で協議いただく際

に、総務部会や生徒等の意見を踏まえた上で、最終案１点で準備委員会に図った

方が良いか、それとも、複数案 2 つないし３つの案をもってきて協議いただく方法が

良いのか、ご意見を伺いたいと思います。 

委員長 総務部会から準備委員会に報告する際に、１案にして報告するか、複数案を報告

するか、どちらがよろしいかご意見いただければと思います。 

委員 私は１案にして報告する方法でも良いのではないかと思います。それまでに様々な

議論された結果なので、１案でいいと思います。 

委員 私は 1つでいいと思います。 

委員長 いかがでしょうか。１案に絞れる場合は、１案にして報告してもらい、総務部会からの

案として承認するという形がいいのかなと思いますが、会議の中で、どうしても迷って

決めきれない、絞れない事項もあると思いますので、その場合は準備委員会にて協

議の上、１案にするということでよろしいでしょうか。 

 （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは、本日の協議事項はすべて終了となります。皆様のご協力により、スムーズ

に進行できました。ありがとうございました。それでは進行を事務局にお返しします。 

司会 皆様、本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございました。これをもちまし

て、第３回新しい中学校づくり準備委員会を終わります。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 


